
平成１３年度に実施された包括外部監査の結果に対して、次表のとおり措置を講じました。
なお、監査の対象となった事件は、「財政援助団体等の出納その他事務の執行について」です。

結 果 （ 指 摘 ） の 概 要 左記に対して講じた措置
【（財）岐阜県広報センター】

予算超過の支出額の処理について
　情報サロン運営費（受託契約）の修繕料について、予算額
超過分を事務局費（補助金）の修繕料で処理しているが、支
出額が予算を超過する場合は、同一の事業の区分におい
て予算流用処理をすることが必要です。

・一事業特有の支出については、同一事業内の予算で対応
することとし、事務局費は事務局運営並びに間接経費に限
るよう、今後の予算執行に留意します。

【（財）岐阜県国際交流センター】

支出に関する会計処理について
　事業費、管理費は補助金、受託事業収入及び自己財源で
賄われており、補助金の精算、受託事業費の金額の確定等
正確に行う必要がありますが、事業費で処理するものを管
理費で処理しているものがあります。また、複数の事業で共
通的に発生する費用の各費目への按分の根拠を残すこと
が必要です。

・支出目的及び内容を精査することにより、費用配分を予算
額に基づき按分し、適正に執行します。

【岐阜県土地開発公社】

代替地の原価振替処理について
　公有用地の金額及び面積について、資産から原価振替処
理のチェックが適切でないため、期末の帳簿残高と実際の
残高が相違しています。土地ごとの面積、金額について、土
地台帳の残高と帳簿上の残高を検証することが必要です。

・平成１４年４月に事業依頼者との間で保有残高の確認書
「公共用地の先行取得に係る経費の確認表」を取り交わし、
照合を行い、チェック体制を強化しました。

駐車場整備費用の会計処理について
　駐車場を整備した工事費用について、資産計上して、減価
償却により費用化することが必要です。

・平成１３年度決算において、固定資産計上しました。

【（財）岐阜県産業経済振興センター】

設備貸与事業について
(1)手形の認識について
　手形の受取について、会計上認識・処理することが必要です。・受取手形の受領分について、平成１３年度決算から、貸借

対照表上の見返り勘定として認識・処理し、脚注表示しまし
た。

(2)信用保険預り金について
　機械類信用保険により保険金を受領し、預り金として処理
しているが、返還の必要のないものについては、雑収入とし
て整理する必要があります。また、機械類信用保険金受領
台帳を定期的に点検し、滞留しているものがないか確認す
ることが望まれます。

・平成１３年度決算において、返還の必要のない保険金を雑
収入として計上しました。また、毎月末に機械類信用保険台
帳を点検し、未収債権と請求中の保険金を含む受領保険金
の状況を確認し、年度内の償却及び貸倒引当金の額を精
査しています。

(3)リース設備について
　設備導入事業特別会計のリース設備の決算書の残高と
リース設備残高集計表の金額が一致していないため、決算
書と補助簿の整合性をとるよう定期的にチェックを行う必要
があります。

・平成１３年９月に平成１２年度決算残高と補助簿の整合性
を図りました。以後毎月末のリース設備残高集計表の確認
を実施することとしました。決算書の残高については、平成
１３年度において修正しました。

創造的中小企業創出支援事業における保証債務（見返）の
金額について
　保証債務（見返）の帳簿上の金額が実際と異なっているた
め、正確に把握することが望まれます。

・創造的中小企業創出支援事業の保証債務（見返）につい
ては、平成１３年度決算から正確に計上しました。

貸倒引当金の計上について
　平成１２年度末に破産宣告された会社について、当該年
度に延滞債権への分類及び貸倒引当金の設定がなされて
いないため、延滞債権への債権の評価に関しては、広範か
つ早期に情報を入手して貸倒引当金を計上し、決算書に反
映させる必要があります。

・民間信用調査機関の情報誌等により、早期の情報把握に
努めます。平成１３年度決算において、債権の評価を再確
認し、貸倒引当金を計上しました。



結 果 （ 指 摘 ） の 概 要 左記に対して講じた措置
上海事務所について
(1)繰越金について
　１２年度末の現金残高が決算処理されていないため、修
正し、決算に反映させることが必要です。

・平成１３年度決算から、上海事務所で保有する現金残高に
ついても、適正に資産計上し、決算に反映させました。

(2)固定資産の管理について
　平成８年度の開設時及び平成１１年度の移転時の備品等
について資産計上することが必要です。

・平成１３年８月から、１０万円以上の物品について固定資
産台帳に計上しました。

(3)未払金の計上もれについて
　平成１２年度末の負担金残額は、平成１３年度に県に返還
されていますが、決算において未払金として計上することが
必要です。

・平成１３年度決算においては、確定執行額の把握に努め、
本部及び上海事務所の負担金残高を未払金計上しました。

飛騨・美濃物産観光センターの保管金の管理について
　平成１２年度末の保管金（受託商品の売上金）が１ヶ月分
金庫に保管されており、帳簿上計上されていないため、日々
の保管金を銀行口座へ入金する必要がある。また、年度末
に保有する現金は帳簿上、現金として計上することが必要
です。

・平成１３年８月に飛騨・美濃物産観光センター会計処理基
準を制定し、平成１３年度決算において、適切に事業収入を
計上するとともに、貸借科目についても遺漏なく会計処理を
行いました。

平成１２年度の統合時における固定資産の処理について
　統合した旧産業経済研究センターの資産について、資産
計上し、決算に反映させることが必要です。

・旧産業経済研究センターから引き継いだ固定資産につい
て、平成１３年７月に固定資産の現物と帳簿との突合を実施
するとともに、時価の算出を行い、引き継ぎ時において時価
１０万円以上の物品については、固定資産台帳に計上しま
した。

【（財）ソフトピアジャパン】

資産計上漏れについて
　平成８年度に委託費として処理し、取得した物品につい
て、資産計上及び減価償却を行い、平成１３年度決算にお
いて修正することが必要です。

・取得価額を調査の上、資産計上及び減価償却を行い、平
成１３年度決算報告書に計上し、平成１４年６月の理事会に
おいて承認を得ました。

【（財）岐阜県建設研究センター】

理事の構成について
　理事の構成について、県関係者が全体の３分の１以上（１
８名中７名）であるため、「公益法人の設立許可及び指導監
督基準」及び同運用指針（３分の１以下）を順守するよう修
正が必要です。

・今後、県関係者を１名減員（６名）するとともに、外部理事を
１名増員（１２名）し、「公益法人の設立許可及び指導監督基
準」及び同運用指針を遵守するよう努力します。

決算書の表示について
　収支計算書上で計上誤りや計上漏れがあるため、修正が
必要です。

・税理士の月次監査に加え、外部の会計専門家に会計診断
を依頼し、外部からの会計チェック体制の強化を図りまし
た。また、適正な会計事務処理の周知徹底を図り、審査体
制の強化に努めています。
なお、平成１４年度から新たに導入した財務会計システム
で、予算額・執行済額管理によるチェック機能を持たせ、計
上漏れ等がないようにしました。

遊休資産の除却処理について
　固定資産のうち、現在使用されていない資産について、除
却処理が必要です。

・平成１３年度に備品等の使用状況を点検し、遊休資産を除
却しました。

収入の計上について
　受託事業において、委託業務完了届や発注者からの検査
結果通知書の日付が平成１１年度であるが、平成１２年度
に収入を計上している場合があったため、年度内に事業を
完成し、検査を行う必要があります。

・受託事業については、発注者と事前に施工工程等につい
て協議し、年度内の完成が困難な業務については、繰り越
しまたは翌年度発注等予算措置の調整をお願いしていま
す。また、工程管理の強化を図り、契約工期内納品の遵守
に努めています。



結 果 （ 指 摘 ） の 概 要 左記に対して講じた措置
【岐阜県道路公社】

建設事業、受託事業に対する一般管理費の賦課について
　平成１２年度の建設事業及び受託事業への一般管理費の
賦課額についての算出根拠資料がないため、賦課に係る事
業と一般管理費の発生との間の直接的な対応関係を明ら
かにする資料が必要です。

・平成１３年度決算から、建設事業及び受託事業への一般
管理費の賦課額を、職員が従事する事務量比率（月数比
率）により算出することとしました。

有料道路別損益計算における一般管理費の配賦について
　本社で発生する人件費の各有料道路に対する配賦につい
て、公社会計規程取扱細則に準じて各道路の収入比で配
賦することが必要です。

・平成１３年度決算から、人件費の各有料道路に対する配
賦を公社会計規程取扱細則に準じて、各道路の収入比で配
賦することとしました。

受託業務収入、受託業務費の会計処理について
　受託業務について、受託業務支払金・受入金の科目で会
計処理しているが、受託業務完了時に受託業務収入及び受
託業務費に振替し、損益計算書において表示することが必
要です。

・平成１３年度決算から、指摘のとおり、受託業務完了時に
受託業務収入及び受託業務費に振替し、損益計算書に表
示することとしました。

固定資産の減価償却計算について
　乗鞍スカイラインの公衆トイレの各種設備に関する減価償
却について、公社会計規程取扱細則に規定する耐用年数
により、修正が必要です。

・平成１３年度決算において、公社会計規程取扱細則に規
定する耐用年数により、設備毎に減価償却費を修正しまし
た。

【（財）花の都ぎふ花と緑の推進センター】

未払法人税等の計上について
　法人税等の支払額の３倍以上の金額が、未払法人税とし
て貸借対照表に計上されているため、修正が必要です。

・平成１３年度の補正予算において、未払法人税の計上金
額を修正しました。



包括外部監査の結果に添えて提出する意見に対する措置状況
「財政援助団体等の出納その他事務の執行について」

意 見 の 概 要 左記に対して講じた措置
【（財）岐阜県広報センター】

事業の支出対効果の把握について
　広報効果を効果的に測定する手法の確立が望まれます。
また、県民ニーズや社会情勢の変化に十分対応し、県民の
意見を積極的に取り入れた広報活動を行うことが必要で
す。

・県と連携し、県民の意見を積極的に取り入れた広報活動を
実施しています。
具体的には、平成１３年１０月に県政モニターへのアンケー
トを実施するとともに、県政広報番組評価員制度による意見
聴取など、広報効果の検証を行っています。
また、平成１４年度から県民の生の声を迅速に県政に反映
させるため、インターネットを活用したメールマガジンを発行
するなど、県民との双方向・対話型の広報システムの構築
に努めています。

広報推進特別基金事業について
　特別基金について、規程上、目的や運用益の使途等が定
められているものの、具体的な事項については明示されて
いないため、基金の目的、財源を明確にした事業展開を図
ることが必要です。

・広報推進特別基金の要綱を作成し、県民協働の視点で事
業を展開する方針を明確にしました。

有償頒布刊行物の発注方法について
　財団刊行物の発注について、無料配布分と有償頒布分と
を区別して発注しています。有償頒布分の発行部数があら
かじめ確定しており、発注業者や印刷内容及び納入時期が
同じであれば、無料配布分との一括発注で購入することが
望まれます。

・有償頒布分で印刷部数が確定しているものは、無料配布
分とあわせて同時発注しています。

領収書控の管理について
　領収書控について、発行者印が押印されていないなどの
不備が散見されました。領収書控は、厳格に管理することが
必要です。

・平成１３年１０月から領収書の保管・発行に係る運用を改
め、領収書の適正管理を徹底しています。

【（財）岐阜県国際交流センター】

中長期経営計画について
　事業目的を達成するためには、ある程度安定的な事業展
開が必要であり、早急に中長期経営計画を策定することが
必要です。また、その計画においては、安定的な収入確保
の観点及びコスト節減の観点から検討することが必要です。

・自主財源の確保や、管理費の抑制に係る公益財団法人岐
阜県国際交流センター中長期経営計画を28年度末に策定
しました。

事業成果の測定について
　定量的な指標や定性的な情報収集により事業成果の測定
を行い、結果を文書で残す必要があります。また、この結果
を各事業の目的適合性、効率性等の説明の根拠にする必
要があります。

・催事参加者数や施設利用者数等の動向を測定するととも
に、必要に応じアンケート調査等を実施し、事業効果の分析
を行い、結果を理事会に報告しました。

「水と緑の国際交流基金」による助成事業助成額の計算等
について
　助成金交付規程により、具体的に対象経費総額から控除
される場合を定める必要があります。また、助成先の事業内
容について、事業報告に基づき検証するとともに、必要に応
じて立入調査を実施する必要があります。

・助成金交付規程を改正し、事業報告書に基づき事業内容・
実施状況等を検証するとともに、必要に応じて立入調査を
実施しております。

基金の管理における決裁規定について
　基金運用収入は事業費を賄う重要なものであるため、基
金管理方法の決裁規定を基金管理規程において定める必
要があります。

・決裁方法を明確にするため、事務決裁規程において、基
金保管方法を理事長決裁として定めました。

領収書の管理
　領収書及びその控えについて、厳格な管理をする必要が
あります。

・領収書の保管・発行に係る運用を改め、領収書の適正管
理に努めています。



意 見 の 概 要 左記に対して講じた措置
【岐阜県土地開発公社】

長期保有の土地について
　５年以上保有する公有用地及び未成土地について、該当
市町への移管、譲渡について県と一体となって積極的に協
議することが必要です。また、先行取得の代替地について
は、計画段階において現実に将来的に必要な土地であるか
どうか判断する必要があります。

　公有用地については、平成１６年度～２１年度において再
取得がなされ、全ての長期保有土地を処分することが出来
ました。
　完成土地等の長期保有土地については、３事業中、２事
業において、賃貸借契約の締結などにより、完売の状況で
す。また、残り１事業についても、県等関係機関と協力し、分
譲等を推進しています。
　経理基準要綱の改正に伴って完成土地等となった未成土
地については、平成２４年度に地元の恵那市へ売却し、処
分することが出来ました。
　代替地については、平成１８年度に一部を処分したほか、
平成２０年度にも下呂市馬瀬下山の代替地を処分すること
が出来ました。なお、残りの代替地については、平成２４年
度に岐阜総合庁舎機能がふれあい会館へ移転したことなど
に伴う駐車場不足のため、県からの要請により、暫定駐車
場として貸し付けていますが、県庁舎再整備を踏まえた駐
車場としての活用を含め、引き続き、県と再取得等に向けた
協議を行っていきます。

完成土地の評価について
　完成土地の時価について、どの評価方法によるか基準を
設け、その基準による時価が５０％以上簿価を下回る場合
は鑑定評価を行い、評価換えの可否を判断する必要があり
ます。

・不動産鑑定士の鑑定価格を基準とし、基準額が５０％以上
簿価を下回る場合は評価換えを行うこととし、経理処理基準
を平成１４年３月に改正しました。

収益と原価の対応について
　取得原価主義の観点から、評価換え等の場合を除き、原
則として原価は計上時（取得時等）に金額が決定し、売却さ
れて実現するまでその金額は確定していることから、計上後
は土地の区画ごとに原価を決定し、売却時の収益に対応さ
せる必要があります。

・未成土地勘定から分譲可能な状態になった時点に区画ご
との原価を確定することとし、平成１３年度決算期から実施
しました。

事務費の原価への配賦について
　事務費（間接経費）の各事業原価への配賦を見直し、規程
上明確にすることが望まれます。

・事務費の事業原価への配賦は、各事業を担当する組織の
職員数により計上することとし、規程の改正を平成１４年３月
に行いました。

先行取得等事務費引当金の会計処理について
　事業完了にともなう引当金残高が整理されていないため、
経理処理基準に従い整理し、特別利益に計上する必要があ
ります。

・平成１３年度決算で特別利益に計上しました。

未施工工事費等引当金の会計処理について
　事業計画が明確でないことや予備費の計上額が多い事業
があり、合理的な見積額が計上されていないため、取崩しに
よる特別利益への計上や客観的で正確な見積もりによる引
当金額の見直しを行うことが必要です。

・計画が明確でない事業については、引当金全額を取崩し、
平成１３年度決算において、特別利益に計上しました。
また、予備費の計上額が多い事業については、必要額を再
精査し、平成１３年度決算で残額を特別利益に計上しまし
た。

災害補てん引当金の計上基準について
　現行は、当期純利益を基準に計上しているが、将来にお
いて起こりうる災害による損失額として合理的に予想される
金額を計上することが必要であり、経理処理基準を改訂す
る必要があります。

・５千万円以上の利益が発生した場合に計上する旨の規定
を削除し、年度末の完成土地残高の２％を計上することと
し、平成１４年３月に経理処理基準の改正を行いました。ま
た、平成１３年度決算において当該必要額を計上しました。

地価変動等調整引当金の算定方法について
　地価の低落等による損失等合理的な金額を計上するよ
う、経理処理基準を改訂する必要があります。また、算定方
法を変更し、損失を個別に見積もって計上額を決定する必
要があります。

・災害補てん引当金と同様に、規定を削除し、それぞれの団
地ごとに行う土地評価を基に算出した引当金額をもって計
上することとし、平成１４年３月に経理処理基準の改正を行
いました。また、平成１３年度決算期において当該必要額を
計上しました。



意 見 の 概 要 左記に対して講じた措置
繰延資産の経理処理基準について
　経理処理基準を改訂し、費用の合計額が５百万円以下で
あっても繰延資産として計上することが必要です。

・法人税法施行令に準拠し、費用の合計額が２０万円以上
の場合に、繰延資産に計上することとし、平成１４年３月に
経理処理基準の改正を行いました。

会社整理計画による弁済債権に対する担保不動産の評価
について
　地域振興整備公団との共同で実施した事業に係る会社に
ついて、債権管理業務は公団が行うこととなっているが、時
価の下落による担保価値の不足の危険性があるため、公団
と協議しながら定期的に時価を調査する必要があります。

・地域振興整備公団より、該当土地に係る評価資料を提出
してもらい、担保価値が充足されていることを確認しました。

【（財）岐阜県産業経済振興センター】

投資事業組合の処理について
(1) 投資事業組合の毎期の損益の認識について
　投資事業組合の毎期の損益の認識について、県と財団と
の間で具体的に検討する必要があります。また、投資事業
組合の業務執行組合員である各ベンチャーキャピタルと協
調して、新たな投資案件の決定に際しての企業の適格性の
充分な検討や投資実行後の企業業況の正確な把握と助
言・指導等を行い、適切な管理に努めることが必要です。

・毎期の損益の認識方法については、平成１３年度決算か
ら特別会計を設けました。
投資事業組合の業務執行組合員との協調については、組
合員であるベンチャーキャピタルを構成員とする「ベンチャー
企業支援のあり方に関する研究会」を平成１３年度に３回、
平成１４年度に１回実施し、今後も継続予定です。また、平
成１４年度から投資実行後の企業についての情報交換会を
実施しており、今後も毎年実施することとしております。

(2) 基金の運用について
　「岐阜県ベンチャーキャピタル支援事業実施要領」に基づ
き、投資事業組合の分配金及び運用益は基金として処理す
ることが必要です。

・「実施要領」に従い、平成１３年１０月から基金として管理す
るよう改善しました。

貸倒引当金の計上基準について
(1) 貸倒引当金の設定対象について
　貸倒引当金の設定対象について、契約変更案件分の債
権は、回収可能性が疑われるものがあるため、設定対象に
含めることが望まれます。

・貸倒引当金の設定対象について、契約変更案件分を含め
債権区分毎に引当基準を整備し、個々の債務者の状況を
精査し、引当金を設定しました。また、平成１３年度に債権
管理規程中の償却基準を、従来は、債務者に加えて連帯保
証人も自己破産等の法的手続きがない限り、償却できない
規定でしたが、債務者の状況により償却が行えるように改
正を行いました。

(2) 機械類信用保険について
　機械類信用保険により、損害賠償金及び損害賠償金への
移管案件分に分類される債権の５０％を負担しているが、未
経過利息等を負担しないため、これらの部分については貸
倒引当金を計上することが望まれる。

・平成１３年度決算において、個別未収案件毎に精査して、
機械類信用保険の実収入額と損害賠償金の差額により、貸
倒引当金を計上しました。

支援事業積立金の計上基準について
　ベンチャー企業等支援事業について、積立金を計上してい
るが、計上方法について明確にすることが望まれます。

・平成１３年度決算において、債務保証事業に係る代位弁
済充当額（保険収入分を除く）等について、個別に積立金計
上基準を明確にしました。

与信管理について
　設備の貸与に関して、財団の公益性を重視すれば、財務
内容の良くない企業に対しても支援していくことが求められ
ています。財団の公益性と財務内容のバランスの面から、こ
のような企業に対しては十分な与信管理と貸与後の債権管
理を行う必要があります。

・財務内容の良くない企業に対して貸与、リースする場合
は、審査会において保証人の追加又は不動産担保徴求、
中小企業支援センターの指導等の条件を付して貸与してい
ます。また、中小企業支援センターと連携して、当該企業の
経営改善、財務構造の改革をサポートするとともに、契約期
間内の償還ができるよう定期訪問の実施により管理を強化
し、滞納の防止に努めて います。

株式の評価について
　財団が保有する株式について、投資先企業の財政状態及
び経営成績が懸念され、実質価額（純資産×持分比率）が
株式の取得価額と比較して著しく下落し、かつ回復が認めら
れない場合には、株式の評価損を計上する必要がありま
す。

・平成１３年度決算から投資先企業の株式の評価損を計上
しました。



意 見 の 概 要 左記に対して講じた措置
利用状況調査報告について
(1) 回収率について
　設備貸与事業における対象設備に係る利用状況調査報
告の回収率が、平成１２年度は大幅に下落しています。財
団の公益目的を果たすため、貸与設備の効率的な使用の
確認や、貸与先の状況を把握して延滞債権を未然に防止す
るためにも回収率の向上が望まれます。

・平成１３年度に実施した利用状況調査については、契約に
定める提出義務を理解させるとともに、提出されない企業に
対して督促を行い、回収率を高めました。

(2) 決算書の提出について
　平成１２年度の利用状況調査報告から決算書の提出を求
めず、財務内容を書面で質問するにとどめています。決算
書の入手により財務内容を把握し、延滞等に対して早期に
対策を講じる必要があります。

・平成１３年度の利用状況調査の回答の際に、決算書の添
付または回答フォームを決算状況のわかるものに改めまし
た。提出された決算内容が欠損・債務超過に陥っている企
業に対しては、定期訪問による管理と中小企業支援セン
ターの協力による指導を行い、企業の健全化のための支援
に努めています。

飛騨・美濃物産観光センターの管理について
(1) 現金過不足の処理について
　現金の過不足の処理について、年度末付近の経費として
計上しています。現金過不足は日々把握し、実際の経費と
区別して処理する必要があります。

・平成１３年８月に飛騨・美濃物産観光センターの会計処理
基準を作成するとともに、平成１３年度決算から、差異を現
金の過不足として認識するよう適切に会計処理を行いまし
た。

(2) 経費の報告体制について
　財団本部への経費の報告体制について、支出内容を適時
に、かつ台帳または領収書・請求書のコピーの添付等詳細
な内容を報告する必要があります。また、支出の伺いについ
て、物品の取得等一定以上の金額についての権限は本部
決裁として規定することが望まれます。

・平成１３年８月に飛騨・物産観光センターの会計処理基準
を作成し、経費の報告については、本部で適宜把握できる
体制を整備しました。

(3) 資金の管理体制について
　名古屋・大阪のセンターが支出する経費について、本部で
できるだけ支払処理を行い、送金額を削減することが望ま
れます。

・平成１３年１１月中旬から、県における資金前渡の原則廃
止に伴い、資金前渡を原則行わないこととし、口座振込また
は立替金による支払方法に変更することにより、資金の管
理体制を整備しました。

【（財）ソフトピアジャパン】

貸出施設の利用状況について
　会議室などの一般貸出スペースは、高度な情報処理機器
及び映像編集機器などを備えた施設を中心にして、稼働率
が低い状態になっています。稼働率の低い理由を把握し、
利用者のニーズや将来の展望を十分に考慮して、広く一般
に利用されるよう検討することが望まれます。

・利用の低い理由として
①パソコンの機能向上と低廉化が並行して進み、マルチメ
ディアソフトの開発が一般機器で容易に作成可能となり、利
用者のニーズは特殊な作業についての機器に偏重してい
る。
②機器の使用方法について、説明できる体制が整えられて
いない。
③ＰＲ不足。等が考えられます。
対策として
①機器の技術革新が激しく、その都度機器更新すると、財
政負担が増大するため、技術の最新動向、利用ニーズ等を
把握し、優先順位をつけて機器整備を進めています。
②平成１４年度の委託契約の中で、常駐技術者を配置し、
利用者からの操作方法等問い合せに対応しています。
③広報チラシを作成し、施設利用者、利用が見込める団体
等に配布し、ＰＲを行っています。また、利用団体等に対し、
マルチメディア編集ソフトの操作説明会を開催しました。
④施設利用の申込について、平成１４年７月にインターネッ
トによる予約システムを整備しました。なお、今後の施設利
用率の向上を図る見直し案として、利用率の低い施設につ
いては廃止し、ＩＡＭＡＳスペースとして学生を中心に活用す
る方向で、平成１５年度の実施に向けて準備しています。
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事業毎の評価の測定について
　継続事業においては、事業毎の評価及びそれに基づく検
討結果を可能な限り文書として作成する必要があります。

・実施事業の目的、効果を明確にし、進捗及び達成度の分
析・評価を行い、その結果を「事業報告書」に含めて平成１４
年６月の理事会で報告 しました。現在、「財団法人ソフトピ
アジャパン事業評価委員会（仮称）」の設置に向け、準備を
進めており、外部人材を中心としたメンバーを選考した後、
平成１５年３月の理事会に諮ります。

委託業務の実施結果の分析評価について
　一者随意契約により行われた業務について、実際の工程
表等を入手して契約内容どおりに作業がされたことを確認
する必要があります。

・平成１４年度の委託業務契約締結に際し、作業工程、人量
等の内訳を明記したものの提出を受け、それを精査した上
契約を締結しました。また、業務完了報告においても実際の
作業工程、 人量等を書面により提出を受けております。

遊休資産の除却について
　再利用の見込みのない遊休資産は、速やかに除却する必
要があります。

・再利用の見込みのない遊休資産については、現物調査の
うえ、除却処分を行い、その結果を平成１３年度決算報告書
に計上し、平成１４年度６月の理事会において報告しまし
た。

貸出資産の返却について
　共同研究のために貸与している資産について、研究終了
後未返却の資産があります。借用書に従い、速やかに返却
をしてもらうことが望まれます。

・平成１４年１月より研究成果の普及のため、引き続き機器
貸与の必要があれば、新たに借用書を提出させ、借用物件
の管理を徹底しています。なお、貸出に際しての借用書及
び貸出品管 理簿を財務規程取扱細則に定め（１月１日付け
改正済み）、管理体制についても整備しました。

【（財）岐阜県建設研究センター】

公益法人の目的遂行について
　公益性の高い業務について、人員不足等により一部受託
申込を断らざるをえない状況が見受けられます。公益法人
の目的を十分に果たすため、公益性の高い業務を優先して
行う等の措置を講ずる必要があります。

・平成１４年４月より、支援業務を一元的に管理・掌握するた
め、支援業務受付担当を配置し、公益性の有無を判断して
います。また、平成１４年６月の組織改正により企画調整担
当を配置し、企画調整会議に諮るなど、公益性の高い業務
を優先的に行うよう努めています。

特定積立預金の計上について
　特定積立預金の内容に不明確なものがあるため、内容を
再確認し、正しく処理する必要があります。

・特定積立預金の内容を明示するとともに、計画的な執行と
なるようプランを策定し、平成１４年３月に開催した理事会に
諮り、明確にしました。また、一部の積立預金については取
崩し、 平成１３年度の財源に充当しました。

退職給与引当金の計上基準について
　退職給与引当金の計上基準が期末自己都合要支給額の
８０％であるため、１００％を引当計上することが望まれま
す。

・平成１４年度末時点で期末自己都合要支給額の１００％の
引当金計上となるよう対処します。

退職給与引当預金と退職給与引当金との会計区分ごとの
バランスについて
　退職給与引当預金と退職給与引当金との対応が会計区
分ごとでアンバランスになっているため、会計上是正する必
要があります。

・会計区分ごとのアンバランスについては、すでに平成１３
年度当初予算において是正しております。

会計区分の設定について
　会計区分を法人税法上の収益事業に該当するか否かに
より区分しているため、本来の公益を目的とする事業か否
かにより区分し、さらに必要に応じて会計部門を設置するこ
とが必要です。

・平成１３年度から事業内容（公益事業か否か）による会計
区分に改善しました。

会計規程について
　(ｱ) 「収支計算は現金預金をもって」と規定されているが、
実際には未収金、未払金等を含めているため、実態に即し
て会計規程を変更する必要があります。
　(ｲ) 補助簿の整備が規定されているが、総勘定元帳上で
補助簿と同様の記載がなされているため、必要性について
再考する必要があります。

・平成１３年１０月に意見のとおり、会計規程を改正しまし
た。
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【岐阜県道路公社】

中長期経営計画について
　道路別の採算確保、将来の無料開放といった公社特有の
経営環境においては、長期的な収支バランスを考えた経営
が必要不可欠であり、詳細な中長期経営計画の作成及びそ
れに基づく経営が必要です。

・中長期経営計画については毎年度決算時に作成している
が、平成１３年度決算から新規路線の検討、調査、計画や
戦略的な管理計画を盛り込み、より精度の高い内容の中長
期計画としました。収入見込みは道路毎の特殊性を加味し
て試算しました。費用見込みは特定費用（橋梁塗装、耐震
補強など）について、現場踏査の結果を踏まえて執行年度
を決定し、費用に見込みま した。各路線は個別採算性では
あるが、経営状況を踏まえ、黒字路線（有料期間満了後）の
損失補填金を赤字路線に充当し、収支予測を策定し、中長
期経営計画に反映させました。

飛騨美濃有料道路の採算について
　東海北陸道の延伸により、今後大幅な交通量の減少によ
る採算の悪化が予想されます。今後の採算確保のために
は、一層の交通量の確保及び経費節減に努力する必要が
あります。

・交通量減少の抑止策として、地元町村等と連携したミニイ
ベントなどによるＰＲ活動の強化、高山市内の旅館へのチラ
シ配布、回数券の委託販売先の拡充及び新聞等のメディア
による広報 に努めました。また、平成１４年度より管理事務
所賃金職員の１名減を実施しました。今後も、出来る限りの
経費節減に努めていきます。

有料道路料金徴収監視業務等委託契約の検討について
　随意契約による３有料道路の委託契約について、指名競
争入札の導入を検討する必要があります。また、指名競争
入札による委託契約についても、契約条件（複数年契約、一
括発注等）の検討をする必要があります。

・随意契約による３有料道路の委託契約のうち、中津川有
料道路については、平成１４年度から指名競争入札を導入
しました。飛弾美濃有料道路については、平成１６年度から
指名競争入札 を導入する方針です。
なお、乗鞍スカイライン有料道路については、平成１４年度
で有料道路事業期間が満了します。
岐阜市内の３有料道路の複数年契約については、労務単
価が下がっているという現在の経済情勢では、公社に不利
益が生じることも予想され、導入は困難であると考えていま
す。なお、 一括発注については、実現に向けて検討中で
す。

有料道路料金徴収監視業務等委託先への管理、評価につ
いて
　委託業務指導監督要領等を作成し、管理項目、管理方法
等を明確にする必要があります。また、委託先に対する評
価を定期的に実施し、一定の様式で記録する必要がありま
す。

・毎年、７月と１１月の年２回、チェックシートにより評価する
ことにしました。

有料道路管理事務所の管理について
　管理事務所責任者（次長）の業務の範囲を明確にし、統一
した事務処理要領などを作成する必要があります。また、本
社の管理事務所に対する管理に関する指導監督要領及び
立入調査実施計画を作成し、調査を実施する必要がある。

・管理事務所責任者（次長）の業務範囲について、詳細に明
示した書類を作成しました。また、管理事務所の会計検査に
ついては、検査マニュアルを作成し、検査（平成１４年６月～
７月）を実施しました。

事務処理の効率化について
　事務処理の見直しや管理事務所間の情報交換を行い、不
要な資料の作成中止、書類様式の統一化等を実施する必
要があります。また、会計処理についても効率的な処理方
法について検討する余地があります。

・平成１４年３月にパソコン６台を導入し、職員間のメール送
信を可能にする等公社間のＯＡ化を推進しました。さらに、４
月から各管理事務所ごとに執行していた経費を、本社で一
元的に執行することとし、経費の削減を図りました。また、管
理事務所にパソコンを配備し、書類様式を統一化しました。

回数通行券の返還及び返還された回数券の管理について
　規程により回数通行券の返還（買取）を認めていますが、
費用対効果の観点から検討する必要があります。また、返
還された回数通行券は再使用されないように、無効処理を
する必要があります。

・回数通行券の返還手続きについては、事務量も少なく、顧
客へのサービスの一環から継続することとしました。また、
平成１３年７月から返還された回数通行券は、パンチで穴を
開けて無効の処理をしています。



意 見 の 概 要 左記に対して講じた措置
【（財）花の都ぎふ花と緑の推進センター】

養老公園商品開発特別会計について
(1) 一般会計との区分について
　養老公園商品開発特別会計は、養老天命反転地に係る
商品の開発及び販売の管理が目的ですが、商品開発は行
われず、実質的な活動内容は、商品の仕入れ及び販売に
なっています。活動内容を適正に開示するため、一般会計
に一本化することが望まれます。

・平成１４年度から一般会計に一本化しました。

(2) 県よりの借入金について
　商品開発を目的として、県より借入金を無利子で借り入れ
ていますが、商品開発が行われていないため、借入金の返
済を検討する必要があります。

・平成１３年１０月から新製品の開発に着手し、キーホル
ダーやポストカードを開発しました。現在は、ピンバッジ、布
バッグ、ボールペンの開発が具体化しています。

(3) 商品開発費引当金について
　商品開発引当金の設定根拠が明確でないため、整理する
必要があります。

・平成１３年度補正予算において、前年度までの引当預金を
収入予算に組み入れ、整理しました。

現金売上の計上について（花フェスタ記念公園）
　入場券販売における現金の収受ミスによる現金過不足に
ついて、特段の管理をしていないため、別の科目を計上して
管理することが望まれます。

・現金過不足については、平成１３年８月１日から「現金過不
足勘定」を設け管理することにしました。また、決算時に過不
足額を雑収入または雑損失に振り替えました。

重要印刷物の管理について
　入場券、友の会会員証、クーポン券等の重要印刷物の受
払は、受払管理表を作成し、厳格な管理をする必要があり
ます。

・平成１３年８月から受払簿を設けて、厳格な管理を行って
います。

【岐阜県住宅供給公社】

住宅供給公社の設立目的について
　定款に記載されている設立当初の目的はほぼ達成されて
おり、公的住宅供給機関としての明確な目的を失っていま
す。今後、県の住宅施策を実施する公的住宅機関として明
確な目的を明示し、事業転換を図る必要があります。

・県の住宅政策の補完的団体として、公社のノウハウを活か
した政策的事業等への転換を図り、事業採算性に十分留意
し、効率的かつ合理的な事業を推進し、健全経営に努力し
ます。

住宅供給公社の各事業について
(1) 分譲事業について
　現状保有している完成宅地については早期販売及び計画
実行を進め、未造成土地については早期事業化を図り、採
算性悪化に伴う損失を最小限に留める必要があります。ま
た、今後新規に分譲事業を行う場合、事業採算性を意識す
るとともに、公的住宅供給機関として事業を行う必要性を十
分検討する必要があります。

令和４年７月末までに全区画の売却が完了しました。
今後について、新規の分譲事業の実施予定はありません。

(2) ワークショップ２４施設整備事業について
　事業リスクとして、将来の民間からの買戻や事務所及び賃
貸住宅部分の空室に対するリスクがあります。事業化にあ
たり、採算性の意識とリスク管理を徹底する必要がありま
す。

・平成１４年５月１日入居開始以後、新聞等でＰ Ｒを行い、
稼働率の向上に努めています。

(3) タウンビル事業について
　延滞債権が増大しているため、債権者の資産状況、支払
能力を定期的に把握して損害を最小限に留めるリスク管理
を行う必要があります。また、今後新規にタウンビル事業を
行う場合、融資先の金融機関とのリスク分担を図るととも
に、事前の与信管理を強化し、滞留債権を増加させない措
置が必要です。

・現在保有している債権については、滞納者に対して督促を
励行し、延滞債権の減少に努めています。また、債権者から
事業状況報告書及び入居・収入状況報告書を提出させ、支
払い能力の 把握に努めています。
新規の事業については、事前審査を一層強化し、また、リス
クを最小限にした方式を採用します。

(4) 管理事業について
　空家対策と家賃滞納が問題になっているため、ＰＲの強化
などにより空家及び家賃滞納を減らす対策を講じるととも
に、建物老朽化を修繕及び建替により機能維持する必要が
あります。

・市町村広報誌等でＰＲを行い、空家解消に努めるとともに、
計画修繕１０カ年計画を作成し、機能維持に努めています。
また、顧客のニーズにあった部屋のリフォーム等を実施し、
入居率のアップに努めています。



意 見 の 概 要 左記に対して講じた措置
住宅供給公社の今後の方向性について
　先行取得した事業用地が値下がりし、不良在庫・債権の採
算悪化が経営状況を圧迫しているため、従来の事業につい
ては採算性とリスク管理を再考することが必要であり、新規
事業化する場合は、環境変化を見込んだ採算性とリスクを
意識する必要があります。今後は、経営環境に応じた公社
使命を見出すとともに、事業方法を見直す必要があります。

・今後は、新規の住宅宅地供給については基本的に撤退
し、介護施設併設型住宅の供給、公社のノウハウを生かし
たアドバイザー・コーディネーター業務等に取り組んでいき
ます。

完成宅地・未造成土地について
(1) 完成宅地について
　３団地で、在庫及び残計画が残っています。早期に販売及
び計画実行を進めて、損失を最小限に留める必要がありま
す。

令和４年７月末までに全区画の売却が完了しました。
今後について、新規の分譲事業の実施予定はありません。

(2) 未造成土地について
　３団地で事業が中断しています。なるべく早く事業の方向
性を決定して、損失を最小限に留める努力が必要です。

・３団地のうち１団地については、県と土地売買契約済で
す。残り２団地について、１団地は県施策の「いきいき福祉
のまちづくり構想」モデル事業候補予定地となっております。
残りの１ 団地は関係機関と協議の上、早期事業化に努めま
す。

適正な原価計算（特に間接費配賦基準）による事業損益の
状況について
　間接的な事務費（割掛経費）は、合理的な配賦基準（直接
費、人員など）を設定し、事業別損益が明確になる原価計算
を行うことが望まれます。

・住宅供給公社新会計基準に基づき、平成１３年度におい
て、各部門の職員在籍人員の比率により配賦し、決算処理
を行いました。

引当金について
(1) 修繕引当金について
　大修繕のために設定した引当金額は、固定負債に計画修
繕引当金として振替え、大修繕実施時に取崩す処理をすべ
きです。また、合理的な見積もりができない小修繕の部分に
ついては、取崩し、特定準備金や剰余金などに振替える必
要があります。

・住宅供給公社新会計基準に基づき、平成１４年３月３１日
現在は旧基準で決算処理を行い、平成１４年４月１日現在
において新基準により、計画修繕引当金に振替えました。

(2) 特別修繕引当金について
　特別修繕引当金は、合理的な引当基準はなく、主に利益
留保性引当金として計上されているため、取崩し、特定準備
金や剰余金などに振替える必要があります。

・住宅供給公社新会計基準に基づき、平成１４年３月３１日
現在は旧基準で決算処理を行い、平成１４年４月１日現在
において新基準により、特定準備金及び利益剰余金に振替
えました。

(3) 空屋及び貸倒引当金について
　空屋及び貸倒引当金は、債権について、過去の貸倒率な
どを基準に貸倒引当金を設定すべきです。また、現在設定
している事業以外においても貸倒の可能性のある債権につ
いて設定する必要があります。

・住宅供給公社新会計基準に基づき、平成１４年３月３１日
現在は旧基準で決算処理を実施し、平成１４年４月１日現在
において新基準により、貸倒引当金、特定準備金及び利益
剰余金に 振替えました。

(4) 貸倒損失引当金について
　貸倒損失引当金は、滞納発生前の一定率の考え方で貸
倒実績率などを用いるとともに、貸倒懸念債権がないかどう
か確かめる必要があります。

・平成１４年３月に岐阜県住宅供給公社貸倒引当金取扱要
綱を制定し、債権毎に引当金を計上しました。

(5) 団地整備引当金について
　団地整備引当金は、合理的な引当基準がなく、利益留保
性引当金と預り金を包含して計上しているため、取崩し、特
定準備金、剰余金及び預り金に振替える必要があります。

・住宅供給公社新会計基準に基づき、平成１４年３月３１日
現在は旧基準で決算処理を行い、平成１４年４月１日現在
において新基準により、預り金、特定準備金及び利益剰余
金に振替えました。

(6) 調査及び損害等引当金について
　調査及び損害等引当金は、合理的な引当基準がなく、利
益留保性引当金と未造成土地に係る災害復旧に要する将
来発生費用を包含して計上しているため、利益留保性引当
金の部分は取崩し、特定準備金や剰余金に振替え、未造成
土地に係る災害復旧に要する将来発生費用の部分は、損
害補償損失引当金などの名称の引当金を設定し、引当基
準を明確に設定した上で振替える必要があります。

・住宅供給公社新会計基準に基づき、平成１４年３月３１日
現在は旧基準で決算処理を行い、平成１４年４月１日現在
において新基準により、特定準備金及び利益剰余金に振替
えました。



意 見 の 概 要 左記に対して講じた措置

滞留債権の状況について
(1) 分譲事業の割賦未収金について
ｉ滞留債権者の状況について
　利息滞納者が発生しているため、一般債権又は貸倒懸念
債権に区分して貸倒引当金を計上する必要があります。

・平成１４年３月に岐阜県住宅供給公社貸倒引当金取扱要
綱を制定し、債権毎に引当金を計上しました。

ⅱ契約上の対応について
　利息滞納者について、今後の返済に懸念があるならば、
後払金（元本）請求をして、損害を最小限に留める必要があ
ります。

・延滞者との面談を行い、納付依頼をし、納付または分割納
付処理をしました。また、未納付者については、本人からの
分割支払の誓約書を徴収し、現在誓約書どおり納付済であ
り、今後納 付されない場合は、法的措置を実施する旨通知
済です。

ⅲ会計上の対応について
　会計上、割賦未収金は、固定資産として計上する必要が
あり、割賦未収金から生じる利息は事業外損益の受取利息
に計上することが妥当です。原価計算における間接費は配
賦しないことが妥当です。

・平成１３年度において、割賦未収金は固定資産へ振替え、
利息は事業外損益で処理しました。

(2) タウンビル事業の長期割賦未収金について
ｉ管理上の対応について
　滞留債権に対する管理強化のため、督促の励行又は法的
措置による解消をする必要があります。また、事前に与信管
理を強化し、定期的な債権者の資産状況、支払能力の把握
により、損害を最小限に留める必要があります。

・平成１４年１月に個別に経営状況等の報告を依頼し、把握
に努めています。今後も、定期的な報告を求めていきます。

ⅱ会計上の対応について
　貸倒引当金の設定について、一般債権又は貸倒懸念債
権に区分して引当金を計上する必要があります。

・平成１４年３月に岐阜県住宅供給公社貸倒引当金取扱要
綱を制定し、債権毎に引当金を計上しました。

(3)その他債権について
ｉ分譲事業の未収賃貸地代について
　分譲事業の未収賃貸地代は、一般債権又は貸倒懸念債
権に区分して、貸倒引当金を計上する必要があります。

・平成１４年度中に貸倒引当金を設定します。

ⅱ賃貸事業の未収家賃等について
　賃貸事業の未収家賃等は、貸倒引当金を計上する必要が
あります。また、すでに退去した者については、債権取り立
てが著しく困難であると認められるため、不納欠損処理をす
ることが望まれます。

・平成１３年度において、貸倒引当金繰入等基準の見直し及
び不能欠損処理をしました。

ⅲ未収金（その他）について
　下水処理管理費に関する債権は、一般債権又は貸倒懸
念債権に区分して貸倒引当金を計上する必要があります。

・下水処理管理費は、預り金勘定にて経理をし、施設引渡時
点において精算還付することから、一般債権として認識して
いないため、引当金の設定の必要はないと考えています。

原価未精算勘定について
　原価未精算勘定は、資産性負債性の不明瞭な勘定であ
り、損益計算書の損益をゼロに利益調整する際に用いられ
ているため、取崩し、特定準備金などに振替える必要があり
ます。

・分譲資産の価額調整をする勘定としているため、完成宅地
簿価額の改定財源とし、平成１３年度決算において取崩しま
した。

固定資産について
(1) 簿外資産について
　分譲資産販売後の残地などについて、資産計上する必要
があります。また、簿外資産を作らないよう管理面を強化す
る必要があります。

・平成１３年８月末に資産計上しました。

(2) 土地の処分について
　簿外土地や資産計上している土地について、売却や譲渡
などの処分を検討することが望まれます。

・平成１４年１１月１日付で３筆（８１８㎡）譲渡済であり、他の
土地については、移管及び譲渡について交渉中であり、随
時整理しています。



意 見 の 概 要 左記に対して講じた措置
【（社）岐阜県森林公社】

分収造林事業について
(1) 分収造林の時価について
　分収造林勘定の時価の計算方法について、全国的にも試
行錯誤の段階と思われますが、今後は、計算方法の定着を
にらみつつ、経営管理上簡便的にでも試算することが望ま
れます。

・全国的な共通課題であることから、その動向を見ながら試
算方法を検討します。

(2) 県借入金について
　県と公社の一体性から考えると、可能な限り県及び公社外
に資金流出することを防ぐことが、いわゆる連結会計的には
望まれます。県以外からの借入れを極力減らすためには、
県借入金の増額や利子の減免等の方策が考えられます
が、これらの方策には、分収林が有する公益的機能を積極
的にＰＲし、県民の理解を得ることも一法と思われます。

・県からの借入金について、平成１４年度から新規借入分は
民間資金導入方式とし、既借入分は利率変更をし、無利子
としました。
また、現行の分収造林方式による新規造林は凍結し、新し
い事業の枠組みは平成１４年度に「公益森林整備協議会」
で検討しています。
なお、森林の持つ公益的機能については、公社ホームペー
ジ等を通じ、積極的にＰＲを行っています。

白山林道事業について
(1) 減価償却の会計方針の見直しについて
　建物・構築物の減価償却は、期末正味財産合計額が０円
になるまで行っていますが、減価償却の額は、時の経過に
基づく資産の価値の減少に起因するものであり、会計方針
の見直しが望まれます。

(2) 白山林道事業の経営状況について
　建物・構築物について、税法で認められる通常の方法で償
却した場合の減価償却不足額を考慮すると、極めて厳しい
財務状態に陥っていることになるため、白山林道事業の経
営のあり方について検討する必要があります。

退職給与引当金の計上基準について
　受託事業会計については、期末自己都合要支給額の１０
０％であるが、その他の会計は４０％であるため、要支給額
の１００％を引当てる会計方針に統一することが望まれる。

・退職給与引当金については、平成１３年度決算 において、
１００％計上しました。

・平成１４年度に白山林道検討会を設置し、会計方針を含め
た白山林道事業経営のあり方について検討しており、今年
度中に方針を決定します。


